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1.は じめに

『日本人の食事摂取基準』は,厚生労働省

から出されている,食事 。栄養に関する唯一

の包括的ガイ ドラインである。かつて栄養所

要量と呼ばれていたもので,そのころは健康

者を対象とし,その目的は健康維持にほぼ限

定されていたが,その後,疾病予防 (一次予

防または発症予防)が加わり,2015年版では

重症化予防まで踏み込んだ。 この点におい

て,今回の改定は診療 (治療)に携わってい

る医療者にも深 く関連するものとなってい

る。「日本人の食事摂取基準 (2015年版 )」 (以

下,食事摂取基準 と呼ぶ)は ,全344ペ ージ

あり,巻末に添えられた 2つの参考資料まで

含めると440ペ ージにも及ぶが,厚生労働省

の次のサイ トでpdfフ ァイルとして全文を閲

覧でき, ダウンロー ドもできる。

http://www.mhlw.gojp/nle/o5shingikai‐ 1090

1000-Kenkoukyoku― Soumuka/ulKloo42626.pdf

食事摂取基準は総論,各論,参考資料に分

かれている。総論は食事摂取基準全体にかか

わることがまとめられている。各論では,エ

ネルギーと33種類の栄養素について,それぞ

れの特徴と摂取すべき理由,摂取すべき量を

算定するための方法,そ して,摂取すべき量

が記述されている。参考資料は,注意すべき

特性をもつ対象 として,妊婦 。授乳婦,乳
児・小児,高齢者について特徴がまとめられ

た項と,重症化予防を見据え,4つの生活習

慣病 (高血圧,脂質異常症,糖尿病,慢性腎

臓病)について,エ ネルギー・栄養素と生活

習慣病との関連について記述した項からなっ

ている。もっとも重要な章は総論である。な

ぜならば.食事摂取基準の基本, 目的,用語

の定義など,食事摂取基準を理解し,活用す

るための基礎事項はすべてこの章で説明され

ているからである。

本稿では,食事摂取基準で示されている諸

量 (摂取すべき栄養素の量など)にはできる

だけ触れず,食事摂取基準とは何かについて

簡単にまとめることにしたい。

2.総論

食事摂取基準を用いるべき対象者は,健康

な個人・健康者からなる集団が主であるが ,

疾患のリスクを有する人やすでに疾患を有す

る人への活用も念頭に置かれている。栄養が

専門でない者にとって,その理解が難しく,

特に注意を要するのは,摂取すべ き指標が ,

栄養素では次のように,推定平均必要量,推

奨量,目 安量,耐容上限量,日標量の 5種類

あることである。摂取量はすべて習慣的な摂

取が扱われている。習慣的とはおよそ 1か

月,ま たはそれ以上としている。使うべき条

件や使い方は指標ごとに異なるので,正 しく

理解すべきところである。

もうひとつ,食事摂取基準に欠かせない考

え方が,「食事摂取基準の活用とPDCAサ イ

クル」 (図 1)である。これは食事や栄養に

限ったことではなく医療全体に共通する考え
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食事評価

P!an(計画 )

食事評価に基づき、エネ

ルギー・栄養素摂取量の

目指すべき値 を決定 し、

計画 を立案する

Check(奉響証)

エネルギー・栄養素摂取

量が計画どおりの値にな

っているか、その値が妥

当か、評価、検証する。

食事評価

図 1 食事摂取基準の活用とPDCAサ イクル

方であるが,食事アセスメントとそれに基づ

く栄養業務 (給食提供や食事指導)の重要性

が強調されている。これは,た とえば,臨床

検査値だけに基づいて食事指導をしたり,給
食の内容を決めたりしてはならないことを示

している。「血糖値が高いからこのように食

べてください」ではなく,「 臨床症状を基本

としたうえで, さらにこのように食べている

からこのように食べるようにしてください」

とすべきである。

食事アセスメントの方法は複数種類存在す

る。総論では 6種類に大別し,その長所と短

所が紹介されている。専門的な知識と技術を

要する分野であるので,管理栄養士・栄養士

といったその分野の専門職に頼っていただき

たい。

3.各論 (エネルギー)

習慣的な必要エネルギーは二重標識水法に

よってのみ浪1定可能である。急な体重の変化

がない健康な個人で構成される集団を二重標

識水法によって測定 した報告のまとめとし

て,図 2が示されている。この方法で直接に

測定されるのは消費エネルギーであり,必要

エネルギーではない。しかし,測定期間中に

体重が変化 しなければ,その測定値は必要エ

ネルギーに等 しい。図は健常者集団について

であるが,た とえば,成人 (20～ 69歳 )では

およそ30～ 40kca1/kg/日 の範囲にあること

(25～ 35kca1/kg/日 ではないこと)は注目に

値するかもしれない。これらの知見に基づい

て,性 。年齢区分,身体活動レベル別に,推

定エネルギー必要量が定められている。

年 齢 (歳 )

年齢別にみたエネルギー消費量 :研究ごとの集

団平均値またはそれに相当する値 (kca1/kg体

重 /日)黒 〓男性 (男児),自〓女性 (女児)。

二重標識水法で測定 した139の 研究のまとめ。

健康者による集団。BM!=185以上かつ30.0

未満。PALは 2.0未満。開発途上国は除く。
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表 1 観察疫学研究において報告された総死亡率が

最も低かつたBMl(kg/m2)の 範囲と目標 と

するBM!(kg/m2)

注目すべきは,「栄養業務の現場ではエネ

ルギー必要量の測定や推定は極めて難しく,

それを試みるのは実践的ではない」と解釈さ

れる点である。もう少し具体的にいえば,①

推定エネルギー必要量は真のエネルギー必要

量の個人差が大きいために使いにくく,②食

事アセスメントで算出されるエネルギー摂取

量は主に過小申告と日間変動のために精度が

低いために使いにくく,そ して,③性 。年

齢 。身体活動レベルなどからエネルギー必要

量を推定する式はその推定誤差のために使い

にくいと指摘している。つまり, もっとも信

頼度が高く,かつ,実践的かつ科学的な方法

として,一定期間をおいて体重を2回以上測

り,その差によってエネルギー必要量の過不

足を推定し,それに基づいてエネルギー摂取

量の管理を行うことを勧めている。

次に,そ もそもどの くらいの体格 (ボ デ

イ・マス・インデックス :BMI)が良いかが

問題 となる。 これについては,BMIと 総死

亡率との関連を調べた多数の疫学研究を参考

にして,日 標 とするBMIの範囲が年齢階級

別に定められている (表 1)。

4.告論 (栄養素)

33種類の栄養素について摂取すべき値が示

され,そ の理由が説明されている。栄養素

は,エネルギーを産生する栄養素 (エ ネルギ

ー産生栄養素)と ,産生しない栄養素に大別

される。前者には,たんぱく質,脂質,炭水

化物ならびにアルコールが含 まれ,後者に

は,ビ タミン類とミネラル類が含まれる。食

物繊維とコレステロールはほとんどエネルギ

ーを産生 しないが,分類上,前者で述べられ

ている。

4‐1.エ ネルギー産生栄養素

エネルギー産生栄養素は,たんぱく質,脂

質,飽和脂肪酸,炭水化物 (ア ルコールを含

む)について,その摂取量の範囲が目標量と

して与えられ,エネルギー産生栄養素バラン

1 各栄養素の範囲については,おおむねの値を示したものであり,生活習慣病の予防や高齢者の虚

弱の予防の観点からは,弾力的に運用すること。

2 中央値は,範囲の中央値を示したものであり,最 も望ましい値を示すものではない。

3 脂質については,その構成成分である飽和脂肪酸など,質への配慮を十分に行う必要がある。

4 アルコールを含む。ただし,ア ルコールの摂取を勧めるものではない。

5 食物繊維の目標量を十分に注意すること。
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観察疫学研究において報告

された総死亡率が最も低か

ったBMIの範囲

表 2 エネルギー産生栄養素バランス (%エ ネルギー)(1歳以上 )

目標量 1(中央値 2)(男 女共通 )

年齢等 たんぱく質

脂質 3

炭水化物…
脂質

   1 飽和脂肪酸

0～ 11(月 ) |

l ～17 (歳 ) 13-20 (16.5)  1  20-30 (25)  |        一 50-65 (57.5)

18-69 (=長 )

70以上 (歳 )

13-20 (165)

13～ 20(16.5)

20-30 (25)

20-30(25)

7以下

7以下

50-65 (57.5)

50～65(575)

18.5-24.9 18.5-24.9



スと呼ばれている。単位は,総エネルギー摂

取量に占める割合 (%エ ネルギー)である

(表 2)。

エネルギー産生栄養素バランスには,総脂

質だけでなく,飽和脂肪酸も含まれているこ

とに注意したい。これは動脈硬化性疾患の予

防を念頭に置いたものである。

炭水化物はその量だけでなく,む しろ,そ
の質のほうに注意喚起がなされ,食物繊維の

目標量が設けられている。これは,現在の日

本人の平均的な摂取量からみればかなり多い

量であり,積極的な摂取が必要であることを

示している。

4‐2,ビタミンとミネラル

ビタミンとミネラルについては, 今回は数

値の改定は比較的に少ない。そのなかで,特
に注意 したいのはナ トリウム (食塩相当量 )

とカリウムだろう。ナ トリウムの目標量 (食

塩相当量 :1日 当たり)は成人では男性8.Og

未満,女性7.Og未満とされ,今回の改定でさ

らに下げられた。これは成人 (20～ 69歳)の

平均摂取量 (男性14.Og/日 ,女性11.8g/日 ,

平均12.9g/日 :と もに24時 間尿中ナ トリウ

ム排泄量を用いて発汗などによる影響を考慮

して摂取量を推定した結果)1)よ りもかなり

少ない。その一方で, 日本高血圧学会や世界

保健機関が推奨 している値,そ れぞれ 6g/

日未満,5g/日 未満よりも多い。 日本人に

とって食塩はいまもって非常に大きな課題で

ある。

他のビタミンや ミネラルは糖尿病の管理に

おいては,直接にはそれほど重要でないかも

しれない。しかし,栄養素の不足は潜在的で

あり,通常の臨床検査では発見できず,食事

アセスメントを行わない限りわからない。こ

こでは個々の栄養素の摂取すべき量は示さな

いが,食事管理にあたる者は,食事摂取基準

で摂取すべき量が示されているさまざまな栄

養素についてその習慣的な摂取量を把握 し,

適切な摂取量を維持できるように努めなくて

はならない。

5.生活習慣病とエネルギー・栄養素との関連

4つ の生活習慣病 (高血圧,脂質異常症 ,

糖尿病,慢性腎臓病)について,エ ネルギ

ー・栄養素と生活習慣病との関連について記

述されている。この章の特徴は,生活習慣病

食事性コレステロール

たんぱく質

肥満を介する経路と介さない経路があることに注意したい。

この図はあくまでも概要を理解するための概念図として用いるに留めるべきである。

図 3 栄養素摂取と脂質異常症の関連 (特に重要なもの)

蝙 日本人の食事摂取基準 (2015年版
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とエネルギー・栄養素との関連が図として示

されている点であろう。たとえば,脂質異常

症では図 3が示されている。 この章ならび

にそこに付された図の特長は,個々の栄養素

が生活習慣病に関連するメカニズムを個々に

説明するのではなく,栄養素が特定の生活習

慣病に及ぼす相対的な影響力を考慮 して図が

作られ,その説明が付された点にある。これ

は,複数の栄養素が関与 して発症する生活習

慣病の管理上,極めて重要な視点である。し

かしながら,こ の分野はまだ途上であり,明

らかになっていない点も多い。その点も踏ま

えて記述されている点にも注目したい。

6.ま とめ

食事摂取基準は,わが国唯一の栄養と食事

に関する包括的なガイドラインである。今回

の特徴は,疾病予防 (発症予防)だ けでな

く,重症化予防に配慮 した策定がなされた点

にある。また,食習慣 (栄養素摂取量)のア

セスメントが重要視され,その結果に基づい

て栄養業務 (食事指導や給食管理)を行うこ

との必要性が強調されている。

薬斉1師 に求められるのは,薬剤師自身がみ

ずから栄養業務に就 くことではない。栄養業

務が難しいことを理解し,栄養業務担当者の

中核である管理栄養士・栄養士と高い次元で

の連携を図っていただくことである。そのた

めには,食事摂取基準の基本は正しく理解 し

ておきたい。
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